
2026年4月1日時点で創業5年未満である

2026年4月1日時点で55歳以上である

東京都内で

創業予定である

東京都内を

納税地としている

東京都内に本店または

主たる事務所がある

中小企業に該当する
（みなし大企業に該当しない）

創業前の個人 個人事業主 法人代表者

公的資金の支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態でない

個人開業医としての創業ではない

応募可能
ビジネスプランお待ちしております！

× 風俗関連業 × ギャンブル業 ×      賭博 × 連鎖販売取引

× ネガティブ・オプション（送り付け商法） × 催眠商法 × 霊感商法 など

応募にあたっては必ず募集要項をご確認ください
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